
相模湖林間公園 施設概要 

■ 概  要 

所 在 地 〒252-0175 相模原市緑区若柳 1432 番地 2 

電話番号 042-685-1330 

交  通 JR 相模湖駅からバス「相模湖林間公園入口」下車徒歩 5 分 

運営形態 指定管理 

■ 施設内容 

（１） 公園種別等 

ア 公園の種別 総合公園 

イ 管理面積 ９７，２１７㎡ 

ウ 開設年 １９９７年（平成９年） 

（２）全体の概要 

施設名称 施 設 種 類 

園路及び広場 園路及び広場全般 

修景施設 植栽 

休養施設 ベンチ・四阿・野外卓 

遊戯施設 わんぱく広場（ブランコ・複合遊具・バネ遊具・ロープのぼり・ラダー） 

運動施設 野球場・テニス場・ゲートボール場（全て有料公園施設） 

便益施設 便所・水飲場・時計台・手洗場・駐車場・駐輪場 

管理施設 
管理事務所（会議室）・多目的広場・照明施設・門・柵・車止め・案内板・

制札板・園名石・給排水設備・警報設備・放送設備・分電盤・防球ネット 

（３） 運動施設・駐車場について 

ア 運動施設 

区分 テニス場 野球場 ゲートボール場 

規模・内容 

2,957 ㎡（４面） 

砂入り人工芝コート 

夜間照明施設あり 

16,155 ㎡（1 面） 

両翼 92ｍ、センター120ｍ 

砂混合土舗装（内外野）、観客

席、ダックアウト、バックネット 

2,154 ㎡（４面） 

ダスト舗装 

主な種目 テニス 硬式・軟式野球 ゲートボール 

申請等の方法 
一般使用：原則として「相模原市総合情報システム」による申請受付 

専用使用：施設窓口等での申請受付 

   イ 駐車場 

規模・内容 

※Ａ駐車場     １４３台分の駐車スペース（４，０４７㎡） 

※Ｂ駐車場     大型バス２台分の駐車場スペース（４２０㎡） 

※障害者用駐車場  ３台分の駐車スペース（６９㎡） 

 

 

 

 

 

 



 

■ 公園施設のうち供用期間等を設けるもの 

施設名 供用時間等 休場日等 

管理事務所 ８時００分～２２時００分 

毎月第 1 火曜日 

年末年始（12/29～翌年 1/3） 

テニス場 

８時３０分～２１時３０分 

※一般使用の使用時間区分 

８時３０分～１０時３０分 

１０時３０分～１２時３０分 

１２時３０分～１４時３０分 

１４時３０分～１６時３０分 

１７時３０分～１９時３０分 

１９時３０分～２１時３０分 

野球場 

８時３０分～１６時３０分 

※一般利用の使用時間区分 

８時３０分～１０時３０分 

１０時３０分～１２時３０分 

１２時３０分～１４時３０分 

１４時３０分～１６時３０分 

＜５月～８月のみ＞ 

上記時間の他に 

１６時３０分～１８時３０分 

ゲートボール場 同  上 

駐車場 ８時００分～２２時００分 

※その他の公園部分については、年間を通して開放。（年末年始（12/29～翌年 1/3）を除く。） 

※指定管理者が必要と認める場合には、休場日や供用時間の変更が可能。ただし、休場日の変更

及び供用時間を短縮する場合には、市の承認が必要。 

※野球場は冬季期間において、霜の影響等によるグラウンド不良のため、閉場することがありま

す。 

■ 使用料 

施設使用料                       （令和７年８月１日現在） 

施設名 単        位 使 用 料 

テニス場 
専用利用 

市民 

２時間につき 

１，３００円 

市民以外のもの ６，５００円 

一般利用 １面 １，３００円 

野球場 
市民 

２時間につき 
７，６００円 

市民以外のもの １１，４００円 

ゲートボール場 
市民 

２時間につき 
１６０円 

市民以外のもの ４８０円 

※専用利用とは、テニス場においては、１利用者が２時間を超えて使用することをいう。 

※利用承認を受けた時間を超過したときは、超過した時間（１時間未満の端数は１時間とす

る。）につき、１時間相当額の１．２倍とする。 

※八王子市に住所を有する利用者は、「公の施設の相互利用に関する協定」に基づき、使用料

が相模原市民と同じ料金となります。 



 

付属設備使用料 

付属施設の種類 単 位 使用料 

テニス場夜間照明施設 ３０分につき ２００円 

会議室 １時間につき １，０００円 

放送設備 １時間につき １００円 

■ 利用実績 

施設名  令和４年度 令和５年度 令和６年度 

テニス場 
利用件数 3,193 件 2,687 件 2,778 件 

利用者数 18,535 人 13,808 人 15,874 人 

野球場 
利用件数 471 件 492 件 452 件 

利用者数 25,497 人 27,147 人 29,505 人 

ゲートボール場 
利用件数 443 件 479 件 352 件 

利用者数 4,989 人 3,532 人 5,692 人 

■ 歳入 

施設名  令和４年度 令和５年度 令和６年度 

テニス場 
施設 4,215,330 円 3,671,640 円 3,693,510 円 

照明 514,200 円 453,600 円 346,560 円 

野球場 施設 3,652,710 円 3,376,830 円 3,621,960 円 

会議室 施設 0 円 0 円 0 円 

放送設備 設備 24,800 円 26,600 円 23,800 円 

ゲートボール場 施設 42,400 円 31,328 円 25,856 円 

■ 歳出（指定管理者） 

施設名 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

相模湖林間公園 27,171,979 円 29,518,243 円 26,077,863 円 

■ 指定管理料 

施設名 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

相模湖林間公園 19,943,004 円 20,364,000 円 20,101,329 円 

■ 使用料収入の取扱い 

有料公園施設の使用料収入は市の収入とするが、各年度において利用件数に使用料の単価（減

免が適用される場合は減免後の額）を乗じた額に相当する額を市が指定管理者に支払う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 区域図 

 


